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障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
等
の
解
消
を
目
指
し
て

北
海
道
障
が
い
者
条
例
（
略
称
）
が
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
全

面
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
道
で
は
条
例
に
基
づ
き
、
道
内
十

四
圏
域
に
設
置
し
た「
障
が
い
者
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
委
員
会
」

で
、
市
町
村
な
ど
と
連
携
し
、
障
が
い
者
が
受
け
た
差
別
や
虐
待
な
ど
の

解
決
に
向
け
た
協
議
・
斡
旋
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
障
が
い
者
の
地
域
生

活
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
や
暮
ら
し
づ
ら
さ
に
関
す
る
相
談
も
受
け
ま
す
。

概
要
は
次
の
と
お
り
。

■

次
の
よ
う
は
場
合
で
お
困
り
の

と
き
は
相
談
し
て
く
た
で
さ
い
。

手
続
き
は
簡
単
、
無
料
、
迅
速
に

対
応
し
ま
す
。

▽
虐
待
が
あ
っ
た
場
合

虐
待
を
行
う
こ
と
、
虐
待
を
放

置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

虐
待
に
関
す
る
連
絡
を
受
け
た
場

合
、
直
ち
に
関
係
機
関
と
連
携
し

必
要
な
措
置
を
取
り
ま
す
。

▽
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
・

不
利
益
な
扱
い
が
あ
っ
た
場
合

条
例
で
は
、
差
別
や
不
利
益
な

扱
い
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
差
別

や
不
利
益
な
扱
い
に
は
、
障
が
い

者
が
、
障
が
い
の
な
い
人
と
実
質

的
に
同
等
の
日
常
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

必
要
な
配
慮
が
欠
け
て
い
る
場
合

も
含
み
ま
す
。

▽
日
常
生
活
で
の
暮
ら
し
づ
ら
さ

が
あ
る
場
合

暮
ら
し
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
こ
と
や
様
々
な
暮
ら
し
づ

ら
さ
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■

虐
待
と
は
？

条
例
二
十
一
条
で
、
身
体
的
虐

待
、
性
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、

心
理
的
虐
待
、
経
済
的
虐
待
を
定

義
し
て
い
ま
す
。

■

差
別
・
不
利
益
な
扱
い
と
は
？

条
例
施
行
方
針
に
よ
り
、
国
連

の
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」
に
準
拠
し
て
、
次
の
と
お
り

定
義
し
て
い
ま
す
。

「「
障
が
い
に
基
づ
く
差
別
」

と
は
、
障
が
い
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ

る
区
分
、
排
除
又
は
制
限
で
あ
っ

て
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、

文
化
的
、
市
民
的
そ
の
他
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
他
の
者
と

の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て

の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
認
識

し
、
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ

と
を
害
し
、
又
は
妨
げ
る
目
的
又

は
効
果
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

障
が
い
に
基
づ
く
差
別
に
は
、
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
（
合
理
的
配

慮
の
否
定
を
含
む
。）
を
含
む
。」

■

合
理
的
配
慮
と
は
？

条
例
施
行
方
針
に
よ
り
、
国
連

の
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」
に
準
拠
し
て
、
次
の
と
お
り

定
義
し
て
い
ま
す
。

「
障
が
い
者
が
、
障
が
い
の
な

い
者
と
実
質
的
に
同
等
の
日
常
生

活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
配
慮
を
欠
い
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
過
度
の
負
担
を
課
す
も
の

を
除
く
。」

■

あ
っ
せ
ん
と
は
？

法
律
問
題
や
障
が
い
者
の
暮
ら

し
に
詳
し
い
「
地
域
づ
く
り
推
進

員
」
が
、
当
事
者
か
ら
お
話
を
う

か
が
い
、
地
域
づ
く
り
委
員
会
に

よ
る
協
議
を
経
て
あ
っ
せ
ん
案
を

提
示
し
、
解
決
に
向
け
た
調
整
を

行
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
な
お
、

悪
質
な
差
別
や
虐
待
の
場
合
は
、

改
善
指
導
や
知
事
に
よ
る
勧
告
を

行
い
ま
す

■

あ
な
た
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守

ら
れ
ま
す
。
最
寄
の
振
興
局
又
は

総
合
振
興
局
社
会
福
祉
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。（
北
海
道
保
健
福
祉

部
福
祉
局
障
が
い
者
保
健
福
祉
課

（
電
話

０
１
１
―
２
０
４
―
５
２
７
７
）

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

北
海
道
で
は
、障
が
い
の
あ
る
方
々

の
権
利
擁
護
と
、
障
が
い
の
あ
る

方
々
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り

を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
、現
行
の
身
体
障
害
者
相
談
員
、

知
的
障
害
者
相
談
員
の
制
度
な
ど
を

活
用
し
て「
地
域
相
談
員
」を
道
内
各

地
に
設
置
し
ま
し
た
。今
後
、地
域
相

談
員
は
、北
海
道
障
が
い
者
条
例
施

行
規
則
第
十
五
条
に
基
づ
き
、地
域
の

障
が
い
者
や
そ
の
家
族
又
は
関
係
者

な
ど
か
ら
の
日
常
生
活
で
の
困
り
ご

と
な
ど
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

�

�
��

�
�
�
�
�
�

北
身
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
内
容
を

充
実
し
て
大
幅
に
更
新
。必
見
で
す
。

http
://w
w
w
.hokusinkyo.or.jp/
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平成２２年度要約筆記奉仕員養成講座 受講希望者を募集

中途難失聴者のコミュニケーション手段として必要な要約筆記奉仕員の養成講
座の受講希望者を次のとおり募集します。なお、受講希望者は、できる限り事前
に開催する体験講座（４月の新聞に掲載）を受講してください。

記
１ 対 象 者 次の�及び�の両方に該当する方とします。

� 聴覚障がい者の福祉に理解と情熱を有する要約筆記に関心
の深い道内居住者で、本養成講座の全期間を受講できる方。
� 養成講座の修了後、要約筆記奉仕員として活動する意志の
ある方。

２ 主催・主管 北海道・社団法人北海道身体障害者福祉協会
３ 協 力 要約筆記通訳ボランティアの会「はまなす」
４ 募 集 定 員 ２０名程度（受講者は選考のうえ決定します。なお、希望者が

多数の場合は、体験講座の受講者を優先します。）
５ 受 講 料 無料ですがテキスト代として２千円程度の負担があります。
６ 日 程 表 等 別記のとおり。
７ 会 場 道民活動センター（かでる２・７）

〔住所 札幌市中央区北２条西７丁目〕
８ 募 集 期 間 平成２２年５月１７日�～７月２３日�
９ 申 込 方 法 所定の申込書に必要事項を記載の上、申込み（ファックス可）

ください。
１０ 申 込 先 等 社団法人北海道身体障害者福祉協会

住所 〒０６０―０００２札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センター４階
（電話）０１１―２５１―１５５１ （ＦＡＸ）０１１―２５１―０８５８

発行人
（社団）北海道身体障害者
福祉協会会長 赤 坂 勝
札幌市中央区北２条西７丁目（かでる２・７）
電 話 ０１１‐２５１‐１５５１
ホームページwww．hokusinkyo．or．jp
北海道障害者社会参加推進センター
電 話 ０１１‐２５１‐９３０２
毎 月 ２５日発行
会員購読料（年）９０円

（会費に含む）
非会員 同 ２，０００円

「
ご
協
力
を
！
」
町
内
会
の
回
覧
協
力
に
よ
る
日
身
連
収
益
事
業
は
、
あ
な
た
の
協
会
に
還
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

社 団 法 人 日 本 義 肢 協 会 会 員

講 座 等

午前 開講式・オリエンテーション

講 義 「聴覚障害者の基礎知識」

午後 講 義 「中途失聴者・難聴者の臨床心理」

講師紹介・受講者紹介

講 義 「中途失聴・難聴者の体験談」

午前 講義・実技 「日本語の特徴」

午後 講義・実技 「要約筆記の表記」

午前 講義・実技 「読みやすい筆記」

午後 講義・実技 「要約筆記の基礎知識」

午前 講義・実技 「聴覚障害者とコミュニケーション」

午後 講義・実技 「話し言葉の要約」

午前 講 義 「ボランティア活動とモラル」

講 義 「要約筆記奉仕員の役割」

午後 講義・実技 「チームワークによる方法」

午前 講義・実技 「パソコン要約筆記」

午後 講義・実技 「パソコン要約筆記」

午前 講義・実技 「現場実習」�
午後 講義・実技 「現場実習」�
午前 講義・実技 「要約筆記活動の事後検証」

午後 講 義 「中途失聴者・難聴者の自立と社会参加」

講 義 「中途失聴者・難聴者が要約筆記者に望むこと」

午前 講義・実技 「現場でのポイントと心構え」

午後 講義・実技 「要約筆記技術の向上」

午前 講義・実技 「要約筆記における要約」

午後 講 義 「聴覚障害者の福祉」

講義・実技 「総合練習」

午前 講義・実技 「話しの雰囲気を伝える要約筆記」

午後 講 義 「聴覚障害者の活動と要約筆記の歴史」

講義・実技 「中途難聴者の講師として求めている要約筆記とは？」

午前 実 技 「講演会」での現場実習�
午後 実 技 ・現場実習�

・聞こえない立場からの検証

・自己評価

（読み手の評価を受ける）

閉 講 式 修了証書授与

開 催 日 時

８月２２日�
（１０：００～１５：００）

８月２９日�
（１０：００～１５：００）

９月１２日�
（１０：００～１５：００）

９月２６日�
（１０：００～１６：００）

１０月３日�
（１０：００～１５：００）

１０月２３日�
（１０：００～１６：００）

１０月３０日�
（１０：００～１５：００）

１１月７日�
（１０：００～１５：００）

１１月２３日�
（１０：００～１５：００）

１１月２８日�
（１０：００～１６：００）

１２月５日�
（１０：００～１６：００）

調整中

１２月１２日�
（１０：００～１５：３０）

調整中

回

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

喬

電
話
代
表（
〇
一
一
）二
四
一
�
〇
九
八
六
番

釧
路
市
富
士
見
一
の
五
の
九

岩

見

沢

市

三

条

西

八

丁

目

電

話（
〇
一
二
六
）二
二
�
三
七
三
九
番

Ｆ
Ａ
Ｘ（
〇
一
二
六
）二
四
�
七
六
一
八
番

美
唄
市
東
七
条
北
四
丁
目
七
番
九
号

電
話（
〇
一
二
六
）六
二
�
〇
九
三
一
番

（平成２２年５月２５日）北 海 道 身 体 障 害 者 新 聞昭和３０年３月２４日�
�

�
�第三種郵便物認可（第６７４号）（１）
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先
月
に
引
き
続
き
、
北
海
道
障
が

い
者
条
例
の
主
な
施
策
の
柱
の
三
つ

目
と
な
る
「
就
労
支
援
」
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
最
終
回
）

■

地
域
で
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る

よ
う
、
働
く
障
が
い
者
を
応
援
し

ま
す
。（
三
つ
目
の
柱
）

①

道
は
関
係
者
の
意
見
を
伺
い
な

が
ら
、
働
く
障
が
い
者
を
応
援
す

る
様
々
な
取
組
み
を
盛
り
込
ん
だ

「
就
労
支
援
推
進
計
画
」（
新
・

北
海
道
働
く
障
が
い
者
応
援
プ
ラ

ン
）
を
策
定
し
ま
す
。

②

企
業
を
含
め
幅
広
い
関
係
者
が

参
画
し
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
就

労
支
援
の
施
策
を
検
討
す
る
「
北

海
道
障
が
い
者
就
労
支
援
推
進
委

員
会
」
を
設
置
し
ま
す
。

③

障
が
い
の
あ
る
方
の
就
労
を
支

援
す
る
企
業
を
「
認
証
」
す
る
制

度
を
導
入
し
て
就
労
支
援
の
輪
を

広
げ
て
い
き
ま
す
。

④

就
労
支
援
の
体
制
を
強
化
す
る

た
め
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
就
労

支
援
を
推
進
す
る
「
ト
ー
タ
ル
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」（
指
定
法
人
）

を
設
置
し
ま
す
。
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お知らせ〔「高齢運転者等専用駐車区間制度」がスタート〕

１ 「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは？
○ 高齢者、身体の不自由な人、妊娠している人などのための専用駐車区間です。
駐車場を探しながら行う運転から解放し、安全な運転ができるよう支援します。
平成２２年４月１９日�からスタートしています。

２ 利用できる人は？
○ 身体障害者マークの対象者（肢体不自由であることを理由に免許に条件が
付されている人。）
○ 聴覚障害者マークの対象者（両耳の聴力が補聴器を用いても１０メートルの
距離で９０デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理
由に免許に条件が付されている人。）
○ その他、７０歳以上の運転者、妊娠中又は出産後８週間以内の人
３ 「標章」の申請先
○ 利用しようとする人の住所地を管轄する警察署
４ 標章の申請に必要なもの
○ 標章申請書、運転免許証、自動車車検証
５ 駐車できる場所は
○ 専用駐車区間には標識が設置されています。
〔道内の設置箇所〕

札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市及び網走市のそれぞれ
の市内の一部が指定されていますので、具体的な箇所は、最寄の警察署など
にお問合せください。

６ 留意事項
○ 「専用場所駐車標章」の掲示方法のほか、標章の使用方法、駐車の方法等
の留意事項については、最寄の警察署などにお問合せください。

７ 問合せ先
○ 北海道警察本部交通規制課、北海道警察各方面本部交通課又は最寄の警察署

お知らせ【第１８回北海道身体障害者ゴルフ大会】

１ 開催日時 平成２２年６月２７日�
〔開会式：８時 スタート：８時３０分 閉会式・表彰式（予定）：１４時〕

２ 開 催 地 大空町 女満別ゴルフコース
〔住所：大空町女満別巴沢５－１ 電話：０１５２－７４－５１１１〕

３ 主 催 網走支庁地区身体障害者福祉協会大空分会、北海道障害者スポー
ツ振興協会

４ 後 援 大空町、大空町社会福祉協議会、女満別町ライオンズクラブほか
５ 参加資格 身体障害者手帳の交付を受けている１６歳以上の者
６ 参 加 料 ９，０００円（プレイ代、昼食、カート代、保険料を含む。）
７ 問合せ・申込み先

第１８回 北海道身体障害者ゴルフ大会実行委員会事務局 木全知明
〔住所 ０９９－２３２５ 大空町女満別西梓５条３丁目２－４〕
〔電話・ファックス ０１５２－７４－２０７０〕

お知らせ【第２４回北海道身体障害者ゲートボール大会】

１ 開催日時 平成２２年８月２１日�
２ 開 催 地 芽室町
３ そ の 他 ６月上旬頃、各関係団体に開催要領を発送する予定です。
４ 問合せ先 北海道障害者スポーツ振興協会〔電話 ０１１－２６１－６９７０〕

弁
護
士
に
よ
る
地
方
相
談
会

本
年
度
の「
障
が
い
者
一
一
〇
番
」

地
方
相
談
会
（
法
律
無
料
相
談
）
が

次
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

弁
護
士
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
、
早
め
に
、
障
が
い
者
一
一
〇

番（
〇
一
一
―
二
五
二
―
一
二
三
三
）

に
名
前
・
電
話
番
号
を
言
っ
て
申
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
前
申
込
が

な
い
場
合
の
当
日
の
相
談
は
、
開
催

運
営
の
都
合
上
、
別
途
、
電
話
相
談

等
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
開
催
日
程
】

▼
道
央
地
区
（
新
ひ
だ
か
町
）
開
催

と

き

五
月
二
十
八
日
�

と
こ
ろ

新
ひ
だ
か
町
社
会
福
祉

会
館

▼
道
北
地
区
（
苫
前
町
）
開
催

と

き

九
月
二
十
八
日
�

と
こ
ろ

苫
前
温
泉

ふ
わ
っ
と

▼
十
勝
地
区
（
帯
広
市
）
開
催

と

き

十
月
十
六
日
�

と
こ
ろ

帯
広
市
民
文
化
ホ
ー
ル

（
全
道
身
障
福
祉
大
会
会
場
）

▼
オ
ホ
ー
ツ
ク
地
区（
網
走
市
）開
催

と

き

十
月
二
十
三
日
�

と
こ
ろ

網
走
市
潮
見
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
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町
村
協
会
だ
よ
り
を
募
集
中

未
投
稿
の
町
村
協
会
か
ら
の
元

気
な
お
便
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

リ
フ
ト
付
貸
切
バ
ス

ハ
ー
ト
ケ
ア
福
祉
タ
ク
シ
ー
（
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
対
応
）

株
式
会
社

ラ
イ
フ
パ
ス

札
幌
市
北
区
篠
路
一
条
八
丁
目
六
番
三
〇
号

篠
路
自
動
車
学
校
内

電

話
（
〇
一
一
）
七
七
二
�
四
七
一
五

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
一
一
）
七
七
一
�
一
四
〇
九

有
限

会
社

岩

見

沢

義

肢

岩
見
沢
市
緑
が
丘
二
丁
目
八
六
番
地
八

電
話
代
表（
〇
一
二
六
）二
二
�
一
五
五
〇
番

（２）（第６７４号）北 海 道 身 体 障 害 者 新 聞昭和３０年３月２４日�
�

�
�第三種郵便物認可（平成２２年５月２５日）


